
2024年4月1日より、特定の化学物質を取り扱う事業所では

保護めがねの着用が義務化されます。

苛性ソーダなどの強アルカリ
溶剤は身近に使われています。

>>

職場の安全サイト 参照

この表示があれば、保護めがねの着用が必要です

【腐食性】

金属腐食性物質
皮膚腐食性
眼に対する重篤な損傷性

【感嘆符】 急性毒性(区分4)
皮膚刺激性(区分2)
眼刺激性(区分2/2A)
皮膚感作性
特定標的臓器毒性(区分3）など

職場の安全サイト
GHS対応モデルラベル・ラベルSDS情報

職場の安全サイト https://anzeninfo.mhlw.go.jp/

薬品・洗剤・化学物質のSDS(安全データシート)を参照して、
含有物質に健康障害を起こすおそれが無いか確認ください。

※健康障害を起こすことが明らかなもの以外の物質も保護具の着用は努力義務です

適切な保護具の使用について、職場内の再点検に

出荷単位：12個入／箱

製品ラインナップは↓コチラ

Online Catalog & Order Support System

⽇本製紙クレシア(株)正規販売代理店


